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政策統括官付参事官（物流施設）室 

 
 
 
 
 

今般、物流総合効率化法の更なる活用促進を図るための取り組みとして、総

合効率化計画の認定を受けたことを示す表示（認定マーク）を創設しました。 

 これにより、認定を受けた事業者の企業イメージ向上、流通業務の総合化及

び効率化に関する取組意欲の向上等が図られることを期待しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●「認定マーク」交付フロー 
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・WはWin-Winを図案化し、荷主と物流事業者が大き

く展開していくことを表します。

・二つの流れが交差し、ダイナミックに展開する物流

の姿を表します。

・事業者同士が腕を組んだ姿（協力や協調）も含み、

青と緑は、空（きれいな空気）、自然（環境への配慮）

を表します。
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◆ 物流事業者

総合効率化計画を行おうとする場合 → 地方運輸局に申請
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① 認定申請

◆ 地方運輸局

認定申請が基本方針に適合している場合 → 認 定

「認定通知書」と合わせて、「認定マーク」を交付
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◆ 物流事業者

認定を受けた場合 「認定マーク」が表示できる
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○企業イメージの向上
○物流総合効率化法のＰＲ
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問い合わせ先：国土交通省政策統括官付参事官（物流施設）室 

       鎌 倉、土 肥 （内線：25332、25333） 


